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鯖江駅周辺駐車場整備事業実施方針 
 
 鯖江市（以下「市」という。）では、鯖江駅周辺において、駅前に３４台分、駅東に１７６
台分の市営の駐車場が整備されているほか、民間の月極めの貸し駐車場がある。しかし、鯖江
駅への特急列車停車本数の増加と相俟って、駅周辺の駐車場は依然として不足気味である。こ
のため、市では鯖江駅東において新たに３６台分の駐車場を設置するとともに既設駐車場の機
械器具等を更新するものである。 
 また、市の主要施設のひとつである文化センター前の駐車場は無料開放となっているため、
夜間や長期間の駐車が多数見受けられるため、有料化により応分の負担を求め、秩序ある駐車
場の管理をしようとするものである。 
市では、鯖江駅周辺駐車場整備事業（以下「駐車場整備事業」という。）を実施するにあた
り、民間資金等の活用による公共施設等の促進に関する法律（以下「ＰＦＩ法」という。）の
規定に基づき、民間資金等の活用による公共施設等の促進に関する事業（以下｢ＰＦＩ事業｣と
いう。) として実施することとした。 
本実施方針は、本事業をＰＦＩ事業として実施するに当たり、ＰＦＩ法に基づく特定事業の
選定および特定事業を実施する民間事業者（以下｢ＰＦＩ事業者｣という。）の選定に関する方
針として定めるものである。 
 
 
Ⅰ 特定事業の選定に関する事項 
１ 事業内容に関する事項 
(１)事業名 
鯖江駅周辺駐車場整備事業 

(２)施設の管理者等の名称 
鯖江市長 辻嘉右エ門 

(３)事業内容 
ア）ＰＦＩ事業の範囲 
本事業におけるＰＦＩ事業の範囲は以下のとおりとする。 
①駐車場および付帯施設の設計、建設 
ＰＦＩ事業者は駅前駐車場、駅東第 1駐車場、駅東第２駐車場の既設の機械器具等の
更新、（仮称）駅東第３駐車場および文化センター前の駐車場の設計および建設を行
う。これらを実施する上で必要な許認可申請、敷地の整地等の関連業務が含まれる。 
②駐車場の整備後から事業期間終了までの所有と運営および維持管理業務 
ＰＦＩ事業者は駐車場の整備後から事業期間終了までの期間、施設を所有し、駐車場
の運営および維持管理業務を実施する。なお駐車場運営のための市所有地および市の
借上げ用地については、有償で貸与する。 

イ）事業期間および事業期間終了時の措置 
①事業期間 
ＰＦＩ事業の期間は、事業協定締結日の翌日より協定で定めた期間を経過した日まで
とする。 
②事業期間終了時の措置 
事業期間終了時後の駐車場およびその付帯施設は、双方協議により特定されたものを
除き、市に帰属する。 

ウ）ＰＦＩ事業者の収入および費用負担 
①ＰＦＩ事業者の収入は、駐車場利用者から徴収する駐車料金等とする。 
②ＰＦＩ事業者は、事業費、公租公課、土地使用料、応募にかかる費用等、上記事業を
実施するにあたり必要な費用を負担するものとする。また、市はＰＦＩ事業者に市内
の総合的な交通政策に資する協力を求めることもある。 

(４)事業実施のスケジュール（予定） 
事業実施のスケジュール（予定）は以下のとおりである。 
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平成１４年９月３０日  実施方針の公表 
平成１４年９月３０日 

～１０月１５日 実施方針に関する意見の受付 
平成１４年１０月中旬  特定事業の選定・公表 
平成１４年１０月下旬  募集要項の配布 
平成１４年１１月上旬  募集要項に関する説明会 
平成１４年１１月上旬  資格審査書類及び提案書の受付 
平成１４年１２月中旬  提案者に対するヒヤリング 
平成１５年１月上旬  事業予定者の選定、事業予定者の選定結果通知 

事業予定者との事業協定締結、建設工事着工 
平成１５年４月１日  開業 

(５)遵守すべき法令 
ＰＦＩ事業を実施するにあたっては、駐車場法、建築基準法、道路法、道路交通法、消
防法その他の関連する法律およびその施行令等を遵守すること。また、鯖江市景観条例、
福井県福祉のまちづくり条例等を遵守すること。 
２ 特定事業の選定および公表に関する事項 
(１)選定の方針 
本事業をＰＦＩ法に基づき実施することについて、財政資金の効率的活用、民間の資金、
経営能力および技術的能力の活用等の観点から、客観的な評価を行う。評価の結果、ＰＦ
Ｉ事業として実施することが市にとって望ましいと判断された場合に限り、特定事業とし
て選定する。 

(２)評価の手順 
 次の手順により客観的評価を行う。 
ア）需要予測およびコスト算出による収入および支出の定量的評価 
イ）事業者に移転されるリスクの検討 
ウ）ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価 
エ）ＶＦＭ（Value for Money）の検討による総合評価 

(３)選定結果および選定にかかる評価結果の公表 
 選定結果および選定にかかる評価結果は、選定非選定にかかわらず、評価の前提条件等
とあわせて公表する。 

 
 

Ⅱ ＰＦＩ事業者の募集および選定に関する事項 
１ ＰＦＩ事業者の募集および選定に関する基本的事項 
(１)市は、公募により、公平性、透明性が確保されるような適切な方法でＰＦＩ事業者の予
定者を選定する。 

(２)提案書に求める内容とその評価方法は、募集要項で記述する。 
(３)市は、提案の審査に当たっては、別に定める審査委員会の議を経て事業予定者を決定す
る。 

(４)上記の事業者選定にあたっては、選考過程と透明性を確保するため、可能な限り客観的
な評価を行い、また結果は直ちに応募者に連絡すると共に、速やかに公表する。 

(５)ＰＦＩ事業の実施に当たっては、民間事業者の経営資源、ノウハウや創意工夫が事業コ
ストの削減と良質なサービスの提供につながることに配慮し、建築物等の設計や運営お
よび維持管理方法の具体的使用について、市が特定することは必要最小限とし、実施方
針、募集要項等に反しない範囲において事業者の提案を取り入れるものとする。 

 
２ ＰＦＩ事業者の募集および選定に関する事項 
(１)応募者の参加資格 

応募者は、当事業を実施する単独企業または企業グループであって、以下の資格要件
をすべて満たすことが必要である。なお、同一応募者が複数の提案を行うことおよび複
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数の企業グル－プを構成することは禁止する。 
 また、市は応募者の資格の確認を行うため、資格審査を実施する。 
ア）基本的な資格要件 
・地方自治法施行令第１６７条の４に該当しないものであること 
・鯖江市工事等入札参加資格者名簿に登載している者で、指名停止期間中でないも
のであること。なお、グループの場合には、代表者がこれを満たすことが必要で
ある。 
・次の各法令の規定による申立て等がなされていない者であること。 
ⅰ）商法第３８１条の規定による整理開始の申立てもしくは通告 
ⅱ）破産法第１３２条もしくは第１３３条の規定による破産の申立て 
ⅲ）旧和議法第１２条の規定による和議開始の申立て 
ⅳ）会社更生法第３０条の規定による更正手続き開始の申立て 
ⅴ）民事再生法第２１条の規定による再生手続き開始の申立て 

・建設業法第３条第１項の規定に基づく、土木建築一式工事および機械器具設置工
事につき特定建設業の許可を受けていること。 

・資格審査書類および提案書等の受付日から審査結果の決定日までに鯖江市建設工
事等指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けまたは指名停止の期間中でない
こと。 

イ）駐車場整備および提案技術に関する実績 
応募者は、過去に駐車場などの設計および施工の実績を有するものであること。 

ウ）その他の参加不適格者 
・本事業の業務に携わっているもの(コンサルタント業務等) 
・事業者選定委員会の委員本人および委員が属する企業もしくはその関係会社 

エ）資格確認基準日 
資格確認基準日は、平成１４年１１月上旬を予定 

 
(２)募集の手続き 
ア）募集要項の配布 
募集要項の配布を次のとおり行う。希望者は募集要項の請求に際し、「募集要項請
求書」を提出すること。 
・日時  平成１４年１０月下旬を予定 
・場所  鯖江市西山町１３－１ 鯖江市役所本館２階  鯖江市土地開発課 

イ）募集要項の説明会 
募集要項の配布後、同要項に関する説明会を次のとおり開催する予定である。 
・日時  平成１４年１１月上旬を予定 
・場所  鯖江市役所 新館４階会議室 

ウ）質問の受付 
募集要項等に関する質問を受け付ける。受付期間、様式等の詳細は募集要項におい
て記述する。なお、募集要項に関する質問への回答は、すべての応募予定者(説明会
参加者)に共通に行う。 
 

(３)審査の方針 
提案書の内容について、おおむね次に示す内容について審査を行う。 
①本事業の基本的な考え方 
②施設の設計・建設に対する考え方 
③施設の維持管理に関する考え方 
④駐車場の運営に対する考え方 
⑤資金調達およびリスク分担の考え方 
⑥類似事業の経験・実績と実施能力 
⑦事業収入予測 
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⑧施設整備計画 
⑨運営および維持管理計画 
⑩資金調達計画 
⑪事業収支計画 
⑫利用サービス計画 
また、審査に先立ち、提案内容の確認等の目的でヒヤリングを行うことを予定している。 
これらを総合的に審査して最も優れた応募者を事業予定者として選定する。 
なお、事業予定者との交渉の結果、事業協定に至らない場合、審査において第２順位の
ものを次点者とし交渉を開始する場合がある。 

(４)ＰＦＩ事業の中止 
審査の結果、本事業をＰＦＩ事業として実施することの効果が期待できる提案が得られ
なかった場合は、ＰＦＩ事業を中止することもある。 
 

Ⅲ ＰＦＩ事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 
１ 基本的考え方 
ＰＦＩ事業は、公共施設管理者である市とＰＦＩ事業者の間で、適正にリスクを分担す
ることにより、より低コストで良質なサービスの提供を目指すものである。したがって、
設計・建設・運営および維持管理上の責任は、そのリスクを最もよく管理することがで
きる主体であるＰＦＩ事業者が原則として負うものとする。ただし、市が負担を負うべ
き合理的な理由がある事項については、ＰＦＩ事業者と協議の上事業協定で取り決め、
鯖江市が責任を負うこととする。 

２ 想定する主なリスクと責任分担 
市とＰＦＩ事業者のリスク分担は、原則として概ね次の表に示す内容を想定しているが、
更なるリスクの設定とその分担の程度、リスク負担の方法等の詳細については提案書に
基づき協議を行い、事業協定において定めるものとする。 
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リスク分担表 
負担者 段

階 リスクの種類 リスクの内容 
市 事業者 

募集要項の誤り 募集要項の誤りによるもの ○  
本事業に特定的に影響を及ぼす法令等の変更 ○  

法令等の変更 
一般の民間事業すべてに影響を及ぼす法令等の変更  ○ 

第三者賠償 工事による騒音・振動等による場合  ○ 
本事業を実施することに関する住民反対運動等 ○  

住民問題 
工事の実施に関する住民反対運動等  ○ 

事故の発生 設計・建設・運営する上での事故の発生  ○ 
環境の保全 設計・建設・運営する上での環境の破壊  ○ 

市の指示によるもの ○  
施設の建設に必要な許認可などの遅延によるもの  ○ 事業の中止・延長 
事業者の事業放棄、破綻によるもの  ○ 

物価 事業協定締結後のインフレ・デフレ  ○ 
金利 金利変動  ○ 

共
通 

不可抗力 天災・暴動等による事業実施の変更・中止・延期 ○ ○ 
市の提示条件・指示の不備、変更によるもの ○  

設計変更 
事業者の指示・判断の不備によるもの  ○ 

応募コスト 落選時の応募コストの負担  ○ 

計
画
段
階 

資金調達 必要な資金の確保に関するもの  ○ 
市の提示条件・指示の不備、変更によるもの ○  

設計変更 
事業者の指示・判断の不備によるもの  ○ 

工事の遅延・未完工 工事の遅延・未完工による開業の遅延  ○ 
市の指示による工事費の増大 ○  

工事費増大 
上記以外の工事費の増大  ○ 

性能 要求仕様不適合(施工不良を含む)  ○ 
一般的障害 工事目的物・材料・他関連工事に関して生じた損害  ○ 

建
設
段
階 

瑕疵担保 隠れた瑕疵の担保責任  ○ 
需要変動 利用者数の増減による営業収入の変動  ○ 
計画変動 市の責任による事業内容の変更 ○  
運営費の上昇 物価、計画変更以外の要因による運営費用の増大  ○ 

運
営 

施設損傷 事故・災害による施設の損傷  ○ 
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３ 監視 
市は、ＰＦＩ事業者による駐車場の設計、建設、運営および維持管理業務の確認および
ＰＦＩ事業者の財務状況の把握を目的に監視を行う予定であるが、監視の内容および方
法等の詳細については、事業協定において定める。 
監視の結果、ＰＦＩ事業者が整備する駐車場および付帯施設や提供するサービスが事業
協定に定める水準に達していない場合、またはＰＦＩ事業者の財務状況に著しい悪化が
見られる等の場合には、ＰＦＩ事業者に対し改善勧告を行う等、必要な措置を取ること
がある。 
 

Ⅳ 公共施設等の立地ならびに規模および配置に関する事項 
１ 敷地条件 
(１)鯖江駅前駐車場 

位  置   鯖江市日の出町２番２号 
敷地面積   １，６１０㎡ 
現  況   平面式（遮断式）駐車場 
駐車の用に供する部分  ４２５㎡ 
    普通自動車（5.0㎡×2.5㎡）３４台 
車  路   １，１８５㎡ 

(２)鯖江駅東第１駐車場 
位  置   鯖江市柳町１丁目１番 
敷地面積   ２，２５８㎡ 
現  況   平面式（遮断式）駐車場 
駐車の用に供する部分  ９７９㎡ 
    普通自動車（5.0㎡×2.25㎡）９７台 
車  路   １，２９７㎡ 

(３)鯖江駅東第２駐車場 
位  置   鯖江市柳町１丁目１０番１６号 
敷地面積   １，８１８㎡ 
現  況   平面式（遮断式）駐車場 
駐車の用に供する部分  ８８９㎡ 
    普通自動車（5.0㎡×2.25㎡）７９台 
車  路   ９２９㎡ 

(４) (仮称)鯖江駅東第３駐車場 
位  置   鯖江市東鯖江町３０字１３－１ 
敷地面積   約１，０００㎡ 
現  況   宅地（更地） 

(５)鯖江市文化センター前駐車場 
位  置   鯖江市東鯖江３丁目１０１番地 
敷地面積   ８，５５８㎡ 
現  況   無料駐車場 

２ 駐車場の形式 
形式・仕様  鯖江駅前駐車場、鯖江駅東第１駐車場および鯖江

駅東第２駐車場については現状の形式を原則とし、
その他の駐車場は、周辺施設へのアクセス性や利用
上の安全性および快適性、駐車場内の防犯性の高い
設計とする。 
鯖江市文化センター前駐車場については、大型バス、
トラック等の駐車が可能なものとする。 

３ 駐車場の運営形態 
駐車台数  鯖江駅前駐車場、鯖江駅東第１駐車場および鯖江
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駅東第２駐車場については現況台数を確保し、その
他の駐車場については応募者の提案による。 

営業形態  ２４時間営業を原則とする。 
時間貸を基本とする。 
料金設定については、現在の鯖江駅周辺市営駐車場
およびＰＦＩ事業により管理運営している民間駐
車場との均衡を図るものとし、利用者の負担増とな
らない範囲で、事業者が弾力的に設定することを認
める。 
低需要時間帯などの運用形態については、事業者の
提案に基づき、自由度を認める。 
その他、利用者サービス向上につながるものについ
ては応募者の提案による。 

 
 
 
Ⅴ 事業協定の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 
 
事業協定の解釈について疑義が生じた場合、市およびＰＦＩ事業者は誠意を持って協議を
行うこととし、一定期間内に協議が整わない場合は、予め定めた具体的措置に従う。なお、
協定に関する紛争については、裁判手続きによって解決するものとする。 

 
 
Ⅵ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 
 
事業の継続が困難となった場合は、原則として下記のように取り扱うものとする。なお、
下記の解約事由や損害賠償に関する詳細は事業協定で規定するものとする。 
１ ＰＦＩ事業者の原因による場合 
ＰＦＩ事業者の倒産、またはＰＦＩ事業者の財政状況の著しい悪化により事業協定に従
った事業の継続的履行が困難であると合理的に判断される場合は、市は事業協定を解約
できるものとする。 
この場合、市は、ＰＦＩ事業者が所有する鯖江駅周辺駐車場および付帯施設、設備等の
物件の所有権を市に移転させ、ＰＦＩ事業者に施設の明渡しを求めることがある。 

２ 市の原因による場合 
市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合、ＰＦＩ事業者は事業協
定を解約できるものとする。 
この場合、市はＰＦＩ事業者に生じた損害を賠償するものとする。 

３ 当事者の責めに帰すことのできない原因による場合 
保険の範囲を超える不可抗力等、市およびＰＦＩ事業者の責めに帰すことのできない事
由により事業の継続が困難となった場合、市およびＰＦＩ事業者は、事業継続の可否に
つき協議し、一定期間内に協議が整わないときは、市およびＰＦＩ事業者は、それぞれ
相手方に書面によるその旨の事前の通知をすることにより事業協定を解約することが
できるものとする。 
この場合、市は、ＰＦＩ事業者が所有する鯖江駅周辺駐車場および付帯施設、設備等の
物件の所有権を市に移転させ、ＰＦＩ事業者に施設の明渡しを求めることがある。 

Ⅶ 法制上および税制上の措置ならびに財政上および金融上の支援に関する事項 
現時点においては、法制上および税制上の措置ならびに財政上および金融上の支援は特に
予定していない。ただし、ＰＦＩ事業者が公的な融資制度の利用を予定する場合等の申請
に必要な支援等は行う。 
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Ⅷ その他特定事業の実施に関し必要な事項 
１ 本実施方針に関する意見を、次のとおり受け付ける。 
受付期間  平成１４年９月３０日～平成１４年１０月１５日 
受付場所  〒916-8666 鯖江市西山町１３番１号 

鯖江市土地開発課 
意見提出方法 意見提出者の氏名および連絡先を明記の上、書面にて郵送により提

出すること。 
なお、提出されたすべての意見に対して個別に回答する予定はないが、ＰＦＩ事業の実
施に当たって有益な意見が寄せられることを期待しており、積極的に対応する用意があ
る。 

２ 提案書募集の詳細については、募集要項を参照すること。 
３ 本実施方針については、必要に応じ内容の見直しまたは変更を行う場合がある。その際
は、速やかに公表する。 

４ 応募図書の著作権は応募者に帰属するが、公表等、市が必要と認めるときには、市は応
募者と協議のうえこれを使用するものとする。また、ＰＦＩ事業の実施に関連し、市に
提出された意見、質問等の内容についても、それぞれ適切な時期に公開することがある。
これらの提出物の公開について、市の配慮を要望する場合は、提出者はその旨を提出物
の該当箇所に明記すること 

５ 本事業に関する情報は、必要に応じプレス発表を行う予定である。 
 

 


